
 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
十
九
号 

の
規
定
に
基

医
薬
品
等
副
作
用
被
害
救
済
制
度
の
対
象
と
な
ら
な
い

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

 

令
和
八
年
二
月
十
九
日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

医
薬
品
等
副
作
用
被
害
救
済
制
度
の
対
象
と
な
ら
な
い
医
薬
品
等
の
一
部
を
改
正
す
る
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は  

改    正    後  改    正    前  

一 百 五 十 一     
百 五 十 二  ツ カ チ ニ ブ 及 び そ の 製 剤   

百 五 十 三 二 百 八 十 六   百 五 十 二 二 百 八 十 五   

 


